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第 219 回

倉庫作業に従事していたＡ社の労働者Ｂ

（当時 37 歳）は、倉庫内で稼働中に急性

大動脈解離（大動脈の中膜に血流が入り込

み、層構造が解離してしまう疾患）を発症

して心タンポナーゼ（心臓と心臓を覆う膜

の間に液体が大量に貯留することによって

心臓の拍動が阻害された状態で、容易に心

不全に移行して死に至る）により死亡した。

Ｂの遺族が、過重な業務が原因であると

して労働者災害補償保険法による療養補償

給付、遺族補償給付などの支給を求めた。

Ｂは、本件疾病の発症前約１年間にわた

り、とくに過重な業務に従事しており、明

らかに業務以外の原因により発症したと認

められる特段の事情があったともいえない

とされた。その結果、業務起因性が肯定さ

れ、業務上災害と判断された。

Ｂは当時、物流倉庫で倉庫作業員として

働いていた。事故当日の午後５時 30 分こ

ろ、倉庫内で作業中に倒れ、病院に救急搬

送されたが、すでに心肺停止状態となって

おり、同日午後７時 20 分に死亡した。本

件ではＢに「長期間の過重業務」があり、

著しい疲労がもたらされ、脳・心臓疾患の

業務起因性が認められるか否かが問題と

なった。

この点、「脳・心臓疾患の労災認定」に

ついて、行政から認定基準が示されている。

認定基準は、業務による明らかな過重負荷

により血管病変などがその自然的経過を超

えて著しく憎悪して脳・心臓疾患が発症し

た場合に業務起因性を肯定するという基本

が

え
る
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的な考え方を採用している。

それによると、時間外労働が、発症前１

カ月間に 100 時間または２カ月から６カ月

平均で月 80 時間を超える場合は、発症と

の関連性が強いとされる（80 時間基準）。

80 時間基準にいう労働時間とは、実作業時

間のほか、実作業には従事しないものの労

働から解放されているとはいえない手待ち

時間も含まれる。ただし、手待ち時間につ

いては、就労態様などから労働密度が特に

低いと評価されるときは、業務と発症との

関連性が弱く、業務の過重性が否定される

ことがあり得る。

死亡前のＢは、倉庫で入荷部品のチェッ

ク、部品へのナンバーなどのシール貼り、

配送先のシール作成・貼付、出荷する製品

の移動、出荷する製品のトラックへの積み

込み（フォークリフト運転）、伝票入力・

印刷、トレーラーの運行手配・指示、出荷

計画立案、倉庫管理などに従事。また、倉

庫の鍵を管理しており、朝に倉庫を開け、

帰りには閉めていた。

Ａ社におけるＢの実際の労働は、発症（死

亡）日を起点として前に遡った 180 日間

（本件判定期間）において、午前７時前後

に出勤し、倉庫内で空箱の搬出、部品・材

料や製品移動などの出荷作業準備を行った

ほか、運送業者との電話連絡や、客先から

のメール確認なども行っていた。早朝勤務

の理由は、納品のトラックが午前７時過ぎ

に到着することもあって、その時刻に倉庫

を解錠して荷下ろしを開始する必要があっ

たほか、倉庫が狭く、その他の午前中の作

業をするためにも、作業場所の確保が必要

であったからである。その結果、Ｂが出勤

してから朝礼開始までの間に私用のためあ

る程度の休憩時間を取っていたとしても、

なお月 80 時間超の時間外労働があった。

また、何らかの基礎疾患を有しながら支

障なく就労している中高年労働者などは、

厚生労働省の労働者健康状態調査による

と、多数存在しており、これらの労働者も

日常業務の遂行が十分可能であることを考

えれば、基礎疾患を有するからといって労

災補償が受けられないとすることは不合理

である。したがって、基礎疾患を有するも

のの、それがとくに重篤な基礎疾患でなく、

日常業務を支障なく遂行できる労働者につ

いても、通常の労働者と同様に過重な業務

であるか否かの評価を行うものとされる。

Ｂは、事故前年に実施された健康診断に

おいて、高血圧および高コレステロールで

あり、精密検査が必要と判定されていた。

しかし、Ｂは、前日まで通常通り労働に従

事していたのであり、リスクファクターな

いし基礎疾患を有するが日常業務を支障な

く遂行できる労働者に該当すると認めるこ

とができた。

以上により、長時間労働が 80 時間基準

を満たすのみならず、本件判定期間より前

のおおむね６カ月間の労働による疲労の蓄

積も付加要因として存在するとされ、認定

基準にいう長時間の過重業務の要件を充足

し、業務起因性が肯定された。




